
約款の要旨を掲示するよう努めるものとする。   

消費者からの苦情には、誠実に対応し、問題の早急かつ円満な   消費者からの苦情には、誠実に対応し、問題の早急かつ円満な  

角牢決が重要であるので、あらかじめ、問題発生時の対応マニュア   解決に努めるとともに、サービスの改善に反映させるよう努める   

ルを作成し、従業員の危機管理教育を徹底するなど、日頃から様々   ものとする。また、万が一、食中毒事故等が生じた場合には、賠   

償責任保険等の活用により、顧客との信頼回復に努めるものとす   

る。  

最近の消費者の食品の安全への関心の高まり及び健康志向に対  

な事故が生じた場合には、賠償責任保険等の活用により、消費者  

との信頼回復に努めるものとする。  

応するため、産地、栄養素、総カロリー量、塩分量等の食材の品  

質や、栄養素に富んだ食品であるめん類の良さを積極的に情報提  

供することが望ましい。さらに、地域によっては当該情報の外国  

語表示も望ましい。  

力 人材育成及び自己啓発の推進   力 人材育成に関する事項   

めん類飲食店営業の新たな発展を期するためには、我が国の伝  

統的食品としてのめん類の調理技術、接客技術、衛生知識、消費   

者の要望等に関する情報の収集等の質的な経営資源を充実させ、   

経営力の強化を図るためには人材の獲得及び育成を図ることが必  

めん類飲食店営業の新たな発展を期するためには、我が国の伝   

統的食品としてのめん類の調理技術、接客技術、衛生知識、消費   

者の要望等に関する情報の収集等の質的な経営資源を充実し、経   

営力の強化を図る必要があるが、特に人材の育成は、経営力の強  

要である。特に、めん類の専門店は、職人の資質がサービスの質  化の観点から重要である。また、めん類の専門店は、職人の資質  

がサービスの質を左右することから、優秀な人材の獲得及び育成   

を図ることが極めて重要な課題である。したがって、職人の技術  

を左右することからも、優秀な人材の獲得及び育成を図ることが   

極めて重要な課題である。  

しかし、高い調理技術を持った職人の高齢化が進む一方、若年  を向上させる一方、従業者の接客態度の向上、顧客に提供すべき  

者の採用が難しいことから、めん類飲食店営業の魅力を積極的に  情報の習得にも努めるとともに、適正な労働条件の確保に努める。  
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伝えることにより人材の獲得に努め、適正な労働条件を確保する  

ことが必要である。   

また、営業者は、後継者及び独立を希望する従業者が、経営、  また、営業者は、従業員が、経営、顧客管理、労働管理等の技  

能を取得できるよう、都道府県指導センターや組合等の実施する  顧客管理、従業者管理等の技能を取得できるよう、自己啓発を促  

すとともに、後継者及び従業者の人材育成に努める必要がある。  研修会、講習会等あらゆる機会を活用し、従業員の資質の向上を  

図り、人材育成に努めるものとする。   

キ 経営診断の活用  

特に、小規模経営の店では経営者や従業者が変わることがほと  

んどないため、経営手法が固定的になりやすく、新たな経営課題  

が発生した場合に、経営の改善に取り組むことが難しい面がある。  

このため、営業者は、都道府県指導センター等の経営指導機関に  

よる経営診断を積極的に活用することが望まれる。   

営業者に対する支援に関する事項  

（一）組合及び連合会による営業者の支援   

組合及び連合会においては、営業者における自立的な経営改善の   

取組を支援するため、都道府県指導センター等の関係機関との連携   

を密にし、以下に掲げるような事項についての取組を行うよう努め  

るものとする。  

営業者に対する支援に関する事項  

（－）組合及び連合会による営業者への支援   

組合及び連合会においては、営業者における自立的な経営改善の   

取組を支援するため、都道府県指導センター等の関係機関との連携   

を密にし、以下に掲げるような事項についての取組を行うよう努め  

るものとする。  

ア 衛生に関する知識及び意識の向上に関する事項  ア 衛生水準の向上のための技術、知識及び意識の向上に関する事  
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業者に対する経営改善のための具体的指導及び且力言等の支援を行   

うとともに、消費者からの苦情及び要望を組合を通じて個々の営  

業者に対する経営改善のため経営指導員、経営特別相談員等によ  

る具体的な指導、助言等の支援を行うとともに、消費者からの苦  

情や要望に対しても組合及び営業者と連携して対処するなど、消  業者に伝え、その営業に反映させるなど、消費者の信頼性の向上  

に積極的に取り組むものとする。  

また、保健所をはじめとする都道府県生活循生営業関係部局と   

連携を図り、新規開業者等に対する組合加入促進策を講じるもの   

とする。  

真書の信頼の向上に積極的に取り組むものとする。  

また、保健所をはじめとする都道府県生活衛生営業関係部局と   

連携を図り、新規開業者及び未加入事業者に対する組合加入促進  

策を講じるものとする。  

イ 全国指導センターにおいては、アの都道府県指導センターの取  

組を推進するため、消費者の意見も反映した営業者の経営改善の   

取組に役立つデータの収集や整備、営業者へのこれらの情報の提  

イ 全国指導センターにおいては、これらの都道府県指導センター  

の取組を推進するため、消費者の意見も反映した営業者の経営改   

善の取組に役立つデータの収集や整備、営業者への当該情報の提   

供、苦情処理マニュアルの作成等に積極的に取り組むものとする。  

また、標準営業約款制度に閲し、都道府県指導tzンターと連携を   

図り、各営業者の標準営業約款の登録の促進策を講じるものとす  

る。  

供、苦情処理マニュアルの作成等に積極的に取り組むものとする。  

また、標準営業約款制度に閲し、都道府県指導センターと連携   

を図り、各営業者の標準営業約烹欠の登録の促進策を講じるものと   

する。  

ウ 国、都道府県等においては、めん頬飲食店営業に対する消費者  

の信頼性の向上及び営業の健全な振興を図る観点から、食品衛生  

法等関係法令の施行業務等を通じ、営業者に対し、食品衛生に関  

する監督指導、安全衛生に関する情報の提供その他必要な支援に  

ウ 国、都道府県等においては、めん類飲食店営業に対する消費者   

の信頼性の向上及び営業の健全な振興を図る観点から、食品衛生   

法等関係法令の施行業務等を通じ、営業者に対し、食品衛生に関  

する監督指導、情報の提供その他支援措置に努めるものとする。  

努めるものとする。  

また、災害、事故等に際し、営業者が風評被害を受けた際の影  
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